
 

 

 

  

                                                       新町こども園 

 令和５年１２月１日 

   あっという間に年内最後のひと月となりました。インフルエンザが流行っていたり、また胃腸炎等の感染症も流行しやすい時期です。 

楽しい年末年始を過ごすためにも、手洗いやうがい、規則正しい生活を心がけ体調管理には十分に気をつけていきましょう。 

 

〈 行事予定 〉 
は：はくちょう組 ぺ：ぺんぎん組 あ：あひる組 ひ：ひよこ組 た：たまご組 

  ２日（土） お遊戯会 

 ４日（月） 身体測定 

 ５日（火） 体操教室（は・ぺ・あ） 

  ６日（水） 英語教室（は・ぺ・あ） 

８日（金） 食育指導（あ） 

１１日（月） 避難訓練 

１２日（火） 体操教室（は・ぺ・あ）  

１３日（水） 英語教室（は・ぺ・あ） 

１５日（金） もちつき会  

１９日（火） ろばたサロン（は） 

２０日（水） お誕生会 

２２日（金） クリスマス会 

２８日（木） 保育納め 

２９日（金）～１月３日（水） 年末年始休園 

    

〈 行事速報（1 月・２月） 〉 

１月 ４日（木） 保育始め 

  １７日（水） 給食試食会（は） 

  ２５日（木） 歯科保健指導 

  ２９日（月） 年長児交通安全教室（は） 

 ※１月のお誕生会は、１９日（金）に変更になります。 

 ２月１７日（土） 親子お楽しみ会 

※詳細が決まり次第、お知らせいたします。 

〈 今月のうた♪ 〉 

・あわてんぼうのサンタクロース ・赤鼻のトナカイ 

・赤鼻のトナカイ ・白くまのジェンカ ・お正月 

〈 新しいおともだち 〉 

たまご組 1名 ～よろしくお願いします～  

 

〈 おねがい・おしらせ 〉 

【たまご組より】 
ボックスティッシュ 5個 1パックを 8日（金）までに持ってきてく 

ださい。よろしくお願いいいたします。 

 

【はくちょう・ぺんぎん・あひる組より】 

体力づくりのために、マラソンを行います。体調等によりマラソンを

控えたい時には、登園時に職員にお伝えください。 

 

 

【もちつき会】 

12月 15日（金）は、園庭で釜土に火をつけるため、危険ですので 

9時までの登園をお願いします。 

あひる・ぺんぎん・はくちょう組が、もちつきを体験する予定です。 

【ろばたサロン】 

12月 19日（火）の「ろばたサロン」は、南コミュニティーセンター 

まで出掛け、はくちょう組の子どもたちが歌や遊戯を披露して、 

地域の方々と交流を楽しみます。 

 

【クリスマスおやつ作り】 

12 月 22 日（金）のクリスマス会の日は、はくちょう・ぺんぎん組が

クリスマスのおやつ作りを行います。 

「エプロン」「バンダナ（三角巾等）」を名前を記入したビニール袋に入

れて持たせてください。また爪は短く切っておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 １２月の集金のお知らせ 〉 

 １２月５日(火)    土曜保育給食費（対象者） 

           延長保育代・おやつ代（対象者）    

           預かり保育代（対象者） 

 ※集金は３日以内にお納めください。遅れる場合はお知らせください。 

 

 １２月１１日(月) １１月分の給食費・保育料 

            保護者会費：月額５００円（全園児） 

             体操教室 ：月額２５０円（は・ぺ・あ） 

             英語教室 ：月額２５０円（は・ぺ・あ） 

 以上が、群馬銀行の口座から引き落としとなります。 

 ※口座への入金は口座引き落としの前日までにお願いします。 

 

 

 

 

12月えんだより 

 

 

 

 

 

 

 

 

－インフルエンザー どんな病気？ 

インフルエンザウイルスによる感染症です。突然の発熱で発症し、咳・

咽頭痛・頭痛・倦怠感・筋肉痛などの症状を伴います。症状は普通の

「かぜ」と異なり、熱が下がっても咳が続き、完全に回復するのに 1 週

間以上かかることもあります。症状があれば、早めに医療機関を受診

しましょう。 

インフルエンザと診断された場合は、十分療養し、回復してから登園し

てください。登園にあたっては、医師の指導のもと、保護者のかたが

「インフルエンザにおける療養報告書」を記入し、園に提出してくださ

い。療養報告書は、園のホームページからもダウンロードできます。 

〈インフルエンザの出席停止期間の基準〉 

（幼児の場合） 

「発症した後 5日を経過し、かつ、解熱後 3日を経過するまで」 


